
一部の違法な重量超
過車両が、

道路や橋に大きなダ
メージを！

　道路や橋は、私たちの大切な社会資本です。

【関係団体】

【関係行政機関】

【関係道路管理者】大阪府､京都府､兵庫県､大阪市､堺市､京都市､神戸市､
西日本高速道路（株）関西支社､阪神高速道路（株）､本州四国連絡高速道路（株）､
（事務局）国土交通省 近畿地方整備局 道路部 交通対策課

大阪府 ･ 京 都 府 ･ 兵 庫 県警察本部 ､ 国 土 交通省  近 畿 運 輸局 ､
近 畿 管区警察局 ､国 土 交通省  近 畿 地 方整備局  港 湾 空 港部

（一社）大阪府･京都府･兵庫県トラック協会､
（一社）全国クレーン建設業協会大阪支部･兵庫支部､（公社）関西経済連合会

【一般向けチラシ】



軸重12ｔ
（基準より 20%超過）

軸重10ｔ　約9台分

●お問い合わせ　大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会　事務局（近畿地方整備局 道路部 交通対策課） TEL　06-6942-1141( 代 )

トラック等の大型車の規格には制限値があります

問題になるのは、違法な重量超過

審査期間が激短！ 特殊車両通行確認制度

みんなの道路を守る大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会

車両諸元の最高限度（一般的
制限値）を 1 つでも超えると、
特殊車両になります。
特殊車両は許可を得ていれば
走行できます。

新制度は IT  を活用。大幅に
スピードアップしました。

許可まで時間が
かかったよな。

取締基地における取り締まり 車両重量自動計測装置による計測

関係組織で構成する「大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会」を設置し、官民連携による広報を
中心とした継続的な活動を展開しています。

一般的制限値の各数値

● 取締基地における取締り

● 車両重量自動計測装置による取締り

● ETC2.0 を活用した経路確認

● 運送依頼書等による重量確認

取締り
道路の保全、交通の危険防止のため、取締りにも ITを活用します

IT活用

基準軸重１０ｔを 20％オーバーした
車両の道路や橋への影響は、なんと
法律を守った軸重10ｔの車両約９台分

保有車両を登録
（１回のみ）

利用時の入力内容

　　　に通行可能な経路を回答
（ウェブ上に地図表示）

発着地　重量

車両情報、ETC2.0
重量記録保存方法

即時

新制度

一定の大きさや重さを超える車（特殊車両）の通行について

幅：2.5 メートル

長さ：12メートル

軸重：10トン

最小回転半径
12メートル

高さ：3.8 メート
ル（高さ指定道路
は 4.1 メートル）

●

●

●

●



積み過ぎ禁止！ルール厳守で道路を守ろう !!

荷主さん！違反に関与して荷主勧告を受けると

ご存じですか？特殊車両の違反の要因には　　の関与が大きいことを

荷主勧告制度とは

運送業者の
法令違反
行為

荷主の
関与
調査

荷主勧告を発動主体的な関与

警 告 再発関与

大型車通行適正化に向けた
近畿地域連絡協議会

社名の公表
事業者の違反行為
の概要の公表

社名を公表されますよ！
荷主

荷　主
（元請け・下請け業者も含む） ドライバー

道路や橋を劣化させ
る原因の約 90% は、
通行台数の0.3%しか
ない違法な重量超過
車両です。

違法な重量超過によって道路や橋の劣化が進みます。

●非合理的な到着時刻の設定
●やむを得ない遅延に対するペナルティの設定
●積込み直前に貨物量を増やす急な依頼
●荷待ち時間の恒常的な発生 　　　など

主体的な関与

道路や橋は、 社会 ・ 経済活動を支える最も重要な基盤施設です。

【関係団体】

【関係行政機関】

【関係道路管理者】大阪府､京都府､兵庫県､大阪市､堺市､京都市､神戸市､
西日本高速道路（株）関西支社､阪神高速道路（株）､本州四国連絡高速道路（株）､
（事務局）国土交通省 近畿地方整備局 道路部 交通対策課

大阪府 ･ 京 都 府 ･ 兵 庫 県警察本部 ､ 国 土 交通省  近 畿 運 輸局 ､
近 畿 管区警察局 ､国 土 交通省  近 畿 地 方整備局  港 湾 空 港部

（一社）大阪府･京都府･兵庫県トラック協会､
（一社）全国クレーン建設業協会大阪支部･兵庫支部､（公社）関西経済連合会

●荷主の違反原因行為

輪荷重位置で、床版コンクリートの抜け落ち 輪荷重位置で床版コンクリートが（鉄筋を残して）落下した状況

車両による事故や道路損傷に対して、
運送事業者だけでなく、荷主の関与まで
調査、罰則を科す制度です。

休息や運転時間等の

労働時間
ルールの違反

車両制限令違反

一般的
制限値又は許可値

を超え
る車両の運行

道路交通
法違反

過積載
運行、速度超過 等

過労運
転防止措置義務違反

【荷主向けチラシ】



通行許可制度に通行確認制度がプラスされ利便性がＵＰ！
同時に違反の取り締まりも強化されています。

特殊車両通行許可制度 特殊車両通行確認制度（新制度）

特殊車両の通行手続き

・取締基地における取締り　
・車両重量自動計測装置（WIM）による取締り

・ＥＴＣ2.0 を活用した経路確認
・運送依頼書等による重量確認

取
締
り

特殊車両の違反への対応違 反

死亡・重症、
道路損壊等重大な事故 許可取り消し・告発

荷主勧告発動
社名（荷主）公表

・
事案概要の公表

即時告発（レッドカード）

警告・是正指導 指導内容公表

基準の 2倍以上の
重量超過

荷主の関与調査確認

再発

道路は私たちの大切な社会資本です。
道路を守り、特殊車両の適正な通行のためにルール（道路法）が定められています。
老朽化が進む道路を長寿命化させるためにも道路利用者がルールを遵守しましょう。

▶
▶
▶　

早い、簡単、便利、経路の選択肢が広がります。

保有車両を登録
（１回のみ）

利用時の入力内容

　　　に通行可能な複数経路を回答
（ウェブ上に地図表示）

発着地、重量

申請（１経路毎）

審査
協議（地方公共団体）
決裁・許可証発行

車両情報、発着地
経路、重量 車両情報、ETC2.0

重量記録保存方法

申請内容

即時
許可（申請した１経路のみ）

約 30日
（令和元年度）

みんなの道路を守る大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会
関係組織で構成する「大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会」を設置し、官民連携による広報を
中心とした継続的な活動を展開しています。

即
時

車両制限令違反
・取締り

●お問い合わせ　大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会　事務局（近畿地方整備局 道路部 交通対策課） TEL　06-6942-1141( 代 )



【関係団体】

【関係行政機関】

【関係道路管理者】大阪府､京都府､兵庫県､大阪市､堺市､京都市､神戸市､
西日本高速道路（株）関西支社､阪神高速道路（株）､本州四国連絡高速道路（株）､
（事務局）国土交通省 近畿地方整備局 道路部 交通対策課

大阪府 ･ 京 都 府 ･ 兵 庫 県警察本部 ､ 国 土 交通省  近 畿 運 輸局 ､
近 畿 管区警察局 ､国 土 交通省  近 畿 地 方整備局  港 湾 空 港部

（一社）大阪府･京都府･兵庫県トラック協会､
（一社）全国クレーン建設業協会大阪支部･兵庫支部､（公社）関西経済連合会

【荷主等向け罰則チラシ】



●お問い合わせ　大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会　事務局（近畿地方整備局 道路部 交通対策課） TEL　06-6942-1141( 代 )

IT活用

取締り



【通行確認制度チラシ（国土交通省）】






